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１． 概要、目的等 

（1） 事業名 安中市立小中学校給食調理業務委託事業  

（2） 目的 

   本事業は、児童生徒が安心して食せる、安全で栄養バランスのとれたおいしい給食の提

供はもとより、衛生管理の徹底や食物アレルギーへの的確な対応など、より安全で衛生

的な給食を安定して提供できる技術と知識を兼ね備えた最適な事業者を、価格のみによ

る競争によらず、企画力、技術力、提案能力、費用対効果等の総合的観点から公募型プロ

ポーザル方式により、受託業者を選考、決定することを目的とする。  

  

２． 事業概要  

（1） 委託業務内容  別紙「安中市立小中学校給食調理業務委託仕様書」（以下「仕様書」）

に記述する業務及び提案に基づいた内容の業務。  

（2） 履行期間  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで  

（3） 業務場所（所在地） 

小学校 

① 安中小学校（安中市安中 3-10-43） 

② 原市小学校（安中市原市 1-10-23） 

③ 磯部小学校（安中市磯部 4-12-8） 

④ 東横野小学校（安中市鷺宮 3139-2） 

⑤ 碓東小学校（安中市岩井 62） 

⑥ 秋間小学校（安中市東上秋間 1831） 

⑦ 後閑小学校（安中市下後閑 1999-1） 

中学校 

① 第一中学校（安中市安中 5-8-1） 

② 第二中学校（安中市原市 2245-2） 

（4） 業務に要する上限額（消費税相当額を含む３年間の総額） 

小学校 

① 安中小学校  ￥78,012,000 円（税込み） 
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② 原市小学校  ￥71,280,000 円（税込み） 

③ 磯部小学校  ￥37,620,000 円（税込み） 

④ 東横野小学校 ￥31,680,000 円（税込み） 

⑤ 碓東小学校  ￥49,500,000 円（税込み） 

⑥ 秋間小学校  ￥29,700,000 円（税込み） 

⑦ 後閑小学校  ￥26,928,000円（税込み）※R7.3.31.閉校予定 

中学校 

① 第一中学校  ￥95,040,000 円（税込み） 

② 第二中学校  ￥87,120,000 円（税込み） 

   ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、業務内容の規模を示すた

めのものである。  

 

 ３． 参加資格 

   プロポーザル選考に参加できる事業者は、以下の全ての項目を満たすこと。 

（１）  学校教育および学校給食に深い理解を有し、学校運営に協力的であること。 

（2） 群馬県内に本社または支社、営業所を有し（委託先事務所は除く）、業務管理部門が 2

名以上勤務していること。 

(3) これまでに学校給食調理業務の受託実績が３年以上有する者、または、厚生労働省の

「大量調理施設衛生管理マニュアル」に規定している「同一メニューを１回 300 食以上も

しくは、1 日 750 食以上を提供する調理施設」での調理業務の経験を、３年以上有して

いること。 

（4） 無理のない人員配置体制になっていること、なおかつ、業務責任者および業務副責

任者の資格・資質が明確になっていること。 

(5) 学校給食法のほか学校給食関係法令等を熟知し、学校給食の趣旨を十分に理解する

とともに、文部科学省の「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省の「大量調理施設衛

生管理マニュアル」を遵守した業務が遂行できること。 

（6）  過去３年以内に学校給食業務において、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に

基づく営業停止の処分を受けていないこと。ただし、当該処分後の対応、改善策に関す
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る書面等により、適正な食品衛生管理の対応が確認できる場合は除く。 

（7） 突発的な事故等に対し、法人の応援体制を含め、十分に対応できる能力を有してい

ること、また、社員の出勤に支障が生じた場合の応援体制が確立していること。 

 （8） 単独企業または、事業グループの構成員は、次の要件を満たすこと 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の 規定に該当し 

ないこと。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生の手続又は民事再生法（平成 

１１年法律第２２５号）に基づく再生の手続の申立てがなされている者に該当しない 

こと。 

ウ 安中市入札参加者指名停止措置要領（平成１９年安中市訓令第７号）に基づく指名

停止又は安中市の事務事業からの暴力団排除に関する要綱（平成２５年安中市告示第

４６号）に基づく指名停止若しくは指名取消しを受けていないこと。 

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法 律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団及びそれに準じる団体をいう。） でないこと。 

オ 役員等が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６

号に規定する暴力団員及びそれに準じる者をいう。）ではないこと。 

カ 法人事業税（地方法人特別税を含む）、法人税、消費税及び地方消費税を滞納して

いないこと。 

キ 業務の履行が困難になった場合に備え、受託者に決定した場合には、業務の履行

前までに受託業務の継続性を担保できる代行保証制度等へ加入していること。または、

この参加条件を満たし、本業務を代行できる能力が担保されている体制が整備されて

いること。 

ク 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有すること。 

ケ 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

 

4. 実施スケジュール 

（1） 公募開始  令和５年９月２7日 

（2） 現地見学会申込期間 令和５年 10月２日から同年１０月 6日まで 
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（3） 参加表明書受付期間 令和５年 10月２日から同年１０月３1日まで 

（4） 質疑受付期間 令和５年１０月２日から同年１０月 18日まで 

（5） 現地見学会 令和５年１０月１０日から同月 17日まで 

（6） 質疑回答日 令和５年１０月２０日まで 

（7） 企画提案書受付期間 令和５年１０月１6日から同月３１日まで 

（8） 第１次審査（書面）      令和５年１１月１日から同月 17日まで 

（9） 第１次審査結果通知 令和５年１１月２４日 

（10） 第２次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 令和５年１２月 2１日（予定） 

（11） 第２次審査結果通知 令和６年１月１２日（予定） 

（12） 契約締結 令和６年４月１日 

※公表及び配布については、ホームページに掲載する。  

※日程は都合により変更することもあります。  

  

５. 質疑回答 

 仕様書、本募集要領等の内容に不明な点がある場合は、質問書（様式第１号）を提出するこ

と。 

（１） 受付期間  

 令和５年 10月 2日（月）午前 9時から令和５年 10月 18日（水） 午後 5時まで 

（２） 質疑事項提出先、提出方法 

「１４. 担当窓口」に記載のあるメールアドレスに電子メールにより提出すること。また、提出

先に電話で到達確認をすること（誤送信等により未着の場合には質疑回答を行わない）。 

（３） 回答日 令和５年 10月 20日（金）までに回答予定 

（４） 回答方法 

質疑に対する回答は、質問書を提出した企業（以下「質問者」とする。）に対し、電子メールに

て回答し、併せてホームページ上においても公表する。ただし、質問者の競争上の利益、地

位を侵すおそれがあると判断した場合には、質問者のみに回答することがある。 

 

6. 現地見学会 
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本事業に応募しようとする民間事業者を対象に、現地見学会を実施する。 

（1） 現地見学会に参加を希望する事業者は、令和５年 10月 6日（金）12時までに現地見  

学会参加申込書（様式第２号）により、電子メール（soumu-ky@city.annaka.lg.jp 

総務課 学校給食係あて）、FAX 又は直接持参のいずれかの方法で申し込むこと。  

（2） 電子メール、FAX で申し込む場合は、件名を「小中学校給食調理業務委託現地見学

会参加申し込み（貴社企業名）」とすること。  

（3） 参加人数は１事業者につき 3名までとする。  

（4） 調理室に入室する者は、現地見学会の日から２週間以内の検便検査結果（検査項目：

赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌 O－157）、清潔な衣服（白衣、帽子、マスク、

靴等）を用意すること。  

 

7. 参加意思表明 

（１）提出書類 

次に掲げるアからウまでの書類を持参又は郵送にて提出すること。 

ア 参加表明書（様式第３号） 

イ 会社概要書（様式第４号） 

ウ 業務実績調書（様式第５号） 

（２）受付期間 

令和５年１０月２日（月）午前 9時から令和５年１０月３１日（火）まで 午後 5時必着 

（３）参加表明書提出先、提出方法 

「１４. 担当窓口」に記載のある窓口に持参又は郵送若しくは電子メールにより提出し、

提出先に電話で到達確認をすること（誤送信等により未着の場合には、参加意思なし

とみなす）。 

 

８. 企画提案書 

（１） 提出書類 次に掲げる書類を持参又は郵送により提出すること。 

ア 企画提案書提出届（様式第６号・任意様式） 

イ 見積書（様式第７-１号及び様式第７-２号） 
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 （２） 留意事項 

ア 企画提案書は、A4 判・縦型・横書き・左綴じ・文字の大きさは、１０ポイント以上、資

料等を除き 30 頁以内、可能な限り両面印刷で作成するものとし、正本については

「安中市立小中学校給食調理業務委託事業に関する企画提案書及び事業者名・代表

者名」、副本については、「安中市立小中学校給食調理業務委託事業に関する企画提

案書」を記載した表紙をつけ、１部ずつファイルに綴じること。 

イ 正本は、提案事業者の社名及び、ロゴ等を記載して下さい。副本は、社名及び、ロゴ

等を表示しないようにして下さい。非表示の方法は、任意とする。 

ウ カラー刷り、写真、絵、図、表等の挿入は、可とする。 

エ 提出後の記載内容の変更及び差し替えは、不可とする。 

オ 日本語で作成した上、ページ番号を付すること。 

（３） 提出部数 正本１部及び副本１０部（副本は、複写可） 計１１部 

（4） 受付期間 

令和５年１０月１６日（月）午前 9時から令和５年１０月３１日（火）午後 5時まで 

 （５） 提出先 

「１４. 担当窓口」に記載のある窓口に持参又は郵送（午後５時必着） 

 （６） 提出書類の取扱い 

ア 提出された書類は、返却しない。また、参加者に無断で本事業の選定以外の目的に

使用しない。 

イ 提出された書類は、プロポーザル審査のために複製を作成することがある。また、

市が必要と認めた場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

ウ 契約事業者は、提案書の内容を確実に履行すること。契約事業者の責により提案

書の内容を履行できない場合は、発注者と協議し、同等の対応を行うこと。なお、提

案書の履行状況が悪質と認められる場合は、契約を解除して損害賠償の請求を行う

ことがある。 

エ 提案書の提出は、１者につき１案とする。 

 （７） 法令等の遵守 

提案に当たっては、事前に参加者の責任において関係法令等を確認すること。な
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お、契約後、業務実施時における法令適合のリスクは、事業者に属することとする。 

 （８） 失格事項 次のいずれかに該当する場合は、失格になる。 

ア 提出方法、提出場所、提出期限に適合しないもの。 

イ 記載すべき事項の全部が記載されていないもの 。 

ウ 虚偽の内容が記載されているもの。 

エ 審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの。 

オ 参加資格を満たさないことが判明したとき。 

カ 業務に要する上限額を超えるとき。 

キ その他、企画提案書等の提出に際して不正な行為があったとき又はこの募集要領

に定める手続によらなかったとき。 

ク 事業者選定前までに、選定委員と本事業に関して接触を持ち、又は持とうとした応

募者は、失格とする。 

 （９） 辞退の方法 

参加書類を提出した後に辞退するときは、辞退届（様式第８号）を郵送又は持参に

より提出すること。 

  

9.  選定について  

  安中市立小中学校給食調理業務委託事業候補者選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）において、審査基準に基づいて審査を行い、総合的に最も評価点数が高い最優秀提案

者１者と次に高い優秀提案者１者を選定する。  

（1） 第１次審査（書類審査）  

提案書の提出者として参加の資格について確認をし、結果を書面にて通知する。 結果は

応募事業者全てに書面にて通知する。  

（2） 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査）  

  選定委員会は、第１次審査において選定された応募事業者を対象に、１事業者ずつプレゼ

ンテーション及びヒアリングを行い、「11. 審査項目」により採点し、総合評価点で最も優れ

た企画提案者を優先交渉権者として選考する。  

 ア プレゼンテーション 
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・ 予定月日 令和５年 12月２1日（木） 

・ 予定場所 安中市役所松井田支所 2階 大会議室 

・ 確定した日時、場所については、参加資格審査を通過した参加者に個別に通知する。 

・ 内容については、企画提案書に基づく参加者からの説明を行った後、質疑応答を行う。

一事業者あたりの説明時間は 20分、質疑応答は 15分とする。 

・ 出席出来る人数は、一事業者につき５名以内とする。 

・ 事業者名は非公開とし、名札や名刺等は提示せず、説明、質疑応答時には、事業者名

が判明するような言い回しは控えること。 

・ スクリーンは、教育委員会で用意する。パソコン、プロジェクター等の設備については、

事業者にて用意すること。 

・ 提出した企画提案書の内容に係る修正は認めない。 

 

１０. 審査員、審査結果 

（１） プロポーザル選定委員会 

契約候補者の選定は、「選定委員会」において行う。 

（2） 審査結果について 

参加資格審査、企画提案書・プレゼンテーション審査ともに審査結果を、決定後、速やか

に文書で通知する。また、企画提案書・プレゼンテーション審査後、ホームページ上にて審査

結果を公表する。なお、選考の理由、結果に対する問合せ、 異議等については一切応じな

い。 

 

11. 審査項目 

評価の項目と配点は、次のとおりである。 

評価分類 

配点 評価の視点 

大項目 小項目 

1 事業者の実績 5 ・学校給食調理業務の受託学校数、受託年数等 

2 事業者の経営状況 5 ・経営母体の財務健全性 
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3 

学校給食

に関する

考え方 

基本方針等 10 ・学校給食に対する基本的な考え方や意欲、取り組み姿勢 

学校等との協力

体制 

10 

・学校給食調理業務を行ううえでの学校との協力体制 

・学校の教育活動に対しての協力内容 

・市教育委員会との連携 

食育の考え方 10 ・食育に関する学校給食の役割や会社の考え方 

4 

業務運営

に関する

考え方 

業務運営体制 10 

・給食運営に関する調理体制 

・作業等に関する確認及び報告体制や手順 

準備期間の内容 10 

・最優秀提案者と決定した日から給食開始までの期間（準備期

間）の内容や体制、スケジュール 

5 

従事者に

関する考

え方 

人員配置体制 20 

・人員配置計画、配置予定者の資格、欠員補充や代替体制など 

・従業員への指揮命令系統の明確化 

・同一施設内で継続的な従事者の配置 

従事者の採用計画 10 

・受託する学校ごとの従事者の採用計画、採用基準等 

・地元雇用についての考え方 

教育・研修体制 10 

・従事者に対する教育、研修、巡回指導について（実施方法、内

容、年間スケジュール等） 

・受託決定から業務開始までの研修計画 

6 

衛生管理

に関する

考え方 

衛生管理の考え方 20 ・学校給食調理業務の安全、衛生管理に対する考え方 

衛生管理体制 10 ・安全、衛生管理に関する指導方法や報告、管理体制など 

従事者の衛生管理 10 ・従事者の健康管理対策等に対する考え方 
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7 

危機管理

に関する

考え方 

危機管理体制 20 

・調理事故、食中毒、異物混入、アレルギー事故等の防止対策

及び発生時の対処体制や給食の提供体制（代替措置を含む） 

・火災事故防止のための、現場における業務従事者の日常の

安全確認の方策、また、学校との連携体制等について 

災害発生時の協力

体制 

 5 ・災害発生時における本市への協力体制について 

8 その他 その他 5 
・学校給食の提供において、特質すべき独自性のある取組や特

に PR したいこと等 

9 提案価格 20  

10 プレゼンテーション 10 
提案内容のわかりやすさ、実現性、事業への意欲、質疑応答の

的確性など 

合  計 200  

 

１２. 契約手続について 

 最優秀提案者と協議の上、提案内容を踏まえた仕様書を作成し、協議が整った後、令和 6

年 4 月 1 日付けで契約を締結する。なお、最優秀提案者と協議が整わない場合は、次順位

の提案者と同様の協議を行うことがある。 

 

１３. その他 

（１） 費用負担について 

提出書類等の作成及び書類・プレゼンテーション審査に際して必要となる費用は、企画

提案書等の提出者の負担とする。 

（２） 参加の辞退について 

プロポーザルの参加を辞退した場合は、審査結果通知前までに辞退した場合であっても、
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これを理由として今後、不利益な取扱いをすることはない。 

（3） 令和６年度安中市予算成立前に公募を行っております。事業実施にあたっては、令和

６年度予算成立が前提となりますので、ご承知おきください。 

 

14. 担当窓口       

部 署 名 安中市教育委員会 総務課 学校給食係 担当 柳沢・上原 

      住    所 〒379-0292 群馬県安中市松井田町新堀 245      

      電話番号  027-393-7075 (直通) 

      FAX     027-393-5167  

電子メール soumu-ky@city.annaka.lg.jp  

  


